
 



 



 



 



 



 



４ いじめの予防 

 

（１）学業指導の充実 

   ・規範意識や帰属意識を互いに高める集団づくり 

   ・コミュニケーション能力を育み、自信を持たせ、一人ひとりに配慮した授業づくり 

（２）特別活動、道徳教育の充実 

   ・ホームルーム活動を通じた望ましい人間関係づくり 

   ・ボランティア活動 

（３）教育相談の充実 

   ・定期面談（５月、７月、１２月、３月）、随時面談 

（４）人権教育の充実 

   ・教科指導を通じた人権意識の啓発 

   ・講演会 

（５）情報教育の充実 

   ・科目「情報処理」におけるモラル教育 

（６）保護者・地域との連携 

   ・いじめ防止対策推進法や学校いじめ防止基本方針等の周知 

   ・授業公開、行事公開、HPでの教育活動の公開 

（７）居場所づくり、絆づくり 

   ・授業や行事におけるどの生徒も成就感を味わえる場面づくり 

   ・主体的に取り組む協同的な活動を通して自己有用感を高める集団づくり 

   ・生徒個々の自尊感情を高めることのできる機会をつくる。 
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７ 「ネット」いじめへの対応 

 

（１）ネットいじめ 

  ・文字や画像を使い、特定の生徒の誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板に送信する。 

  ・特定の生徒になりすまし、社会的信用を貶める。 

  ・掲示板等に特定の生徒の個人情報を掲載する。          ※犯罪行為 

 

（２）ネットいじめの予防 

  ① 保護者への啓発 

  ・フィルタリングの推進 

  ・保護者の見守り 

  ② 情報教育の充実 

   科目「情報処理」における情報モラル教育の充実 

  ③ ネット社会についての講話（防犯）の実施 

 

（３）ネットいじめへの対処 

  ① ネットいじめの把握 

  ・被害者からの訴え 

  ・閲覧者からの情報 

  ・ネットパトロール 

 

  ② 不当な書き込みへの対処  
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